
 

鹿児島市地域商社支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が、海外市場に向けた販路拡大を促進し、もって貿易の振興及び経済

の活性化を図るため、本市事業者の商品等を取り扱う地域商社の海外への販路拡大に要する経

費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するについて、鹿児島市補助金等交付規

則（平成９年規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、規則で使用する用語の

例による。 

２ 前項に定めるもののほか、この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 地域商社 国外への市場拡大を目指す本市事業者と海外バイヤー等をマッチングするほか、

少量の商品でも取りまとめて輸出する機能等を有する事業者 

 (2) 情報発信又はプロモーション 販売業者への情報発信又は小売店等でのフェア開催等の不

特定多数の消費者に向けた販売促進活動 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、納期の到来している市税を完納している者で

あって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 市内に本店を有する地域商社 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は交付を受けることはできない。 

 (1) 鹿児島市暴力団排除条例（平成２６年鹿児島市条例第４号）第２条第１項に規定する暴力

団及び同条第２号に規定する暴力団員 

 (2) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している

法人等 

 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供

し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の運営に協力し、又は関与している

法人等 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 

 (6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを



利用している法人等 

 (7) 前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら当該法人等と取引をしている

法人等 

 （補助事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事務又は事業は、市内に主たる事業所を有する事業者５者以

上の商品等を取り扱い、当該商品等を輸出することを目的として実施する次の各号に掲げる

事務又は事業とする。 

(1) 当該年度に開催される展示会等への出展、又は参加に係るもの 

(2) バイヤーの招へいに係るもの 

(3) 情報発信又はプロモーション活動に係るもの 

(4) セミナーの開催に係るもの 

(5) 取引上の物流又は決済の一元化に係るもの 

(6) その他市長が認めるもの 

 （補助対象経費及び補助金の額等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業等の実

施に伴う次に掲げる経費とする。ただし、他の制度による補助金又は助成金等の対象となる額

及び補助金の交付決定前に支出した経費を除く。  

(1) 出展料 

(2) 渡航費 

(3) 宿泊費（補助対象事業の実施期間中の宿泊費に限る。） 

(4) 広告宣伝活動費 

(5) 通訳費及び翻訳費 

(6) 輸送費 

(7) その他市長が必要と認める経費 

２ 補助金の額は、前項の補助対象経費の２分の１以内の額とし、１補助事業等当たりの上限額

は１００万円とする。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、その端

数金額は切り捨てるものとする。 

３ 一の補助事業者等は、３回まで補助を受けることができる。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助事業者等は、市長に対し、補助事業等に着手する前までに規則第４条の申請書に次

に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

 (1) 地域商社支援事業実施計画書（様式第１） 

 (2) 事業収支予算書（様式第２） 

 (3) 暴力団排除に関する誓約・同意書（様式第３） 

 (4) 課税事業者・免税事業者届出書（様式第４） 



 (5) その他市長が必要と認める書類 

 （申請の取下げ） 

第７条 規則第８条第１項に規定する市長が定める期日は、交付の決定の通知を受けた日から起

算して２０日を経過する日とする。 

 （実績報告） 

第８条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに規則第１４条の実績報告書に

次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。 

 (1) 地域商社支援事業実績報告書（様式第５） 

 (2) 事業収支決算書（様式第６） 

 (3) 写真等、実施状況及び商品等の把握ができる資料 

 (4) 領収書の写し等、補助対象経費の支出を証する書類 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

（消費税及び地方消費税の仕入控除税額の取扱い） 

第９条 補助事業者等は、規則第４条に規定する補助金の交付の申請を行うに当たっては、当該

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除することが

できる部分の金額に第５条の規定により算出した補助金の額を補助対象経費の額で除して得た

率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、

申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りではない。 

２ 市長は、規則第５条に規定する補助金の交付決定を行うに当たっては、前項の規定により補

助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額してなされた交付申請につ

いては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

を減額して交付決定を行うものとする。 

３ 市長は、第１項ただし書の規定により消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額しな

いで補助金の交付の申請を行った補助事業者等については、補助金の額の確定を行うまでの間

において、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになったときは、

当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する額を減額した額を補助

金の額として確定する旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

４ 補助事業者等は、規則第１４条に規定する実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、その旨及び額について報告しなけれ

ばならない。 

５ 補助事業者等は、事業が完了した後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の額の



確定に伴う報告書（様式第７）により、速やかに市長に報告しなければならない。 

６ 市長は、前項の規定による報告があった場合において、当該確定した補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が補助金の確定時における補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額を超えるときは、当該超える額に相当する額の返還を命ずる。 

 （関係書類の保存） 

第１０条 補助事業者等は、規則第１１条の書類、帳簿等を事業が完了した日の属する会計年度

の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 （事業状況報告等） 

第１１条 補助事業者等は、補助事業等について実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度

から５年間、市の求めに応じて当該補助事業等の実施成果の状況について市長に報告しなけれ

ばならない。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  



様式第１（第６条関係） 

 

地域商社支援事業実施計画書 

 

１ 会社等の概要 

フ リ ガ ナ  

事業 者名 等  

フ リ ガ ナ  

代 表 者 名  

所 在 地 
〒 

 

連 絡 先 等 

担当部署： 担当者： 

ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

E-mail： 

ＵＲＬ： 

創業（設立）年月日    年  月  日 年 商        円（   年） 

資 本 金           円 従業員数     人（うち正社員   人） 

業 種  

事 業 内 容  

 

 



２ 事業の概要等 

事 

業 

の 

概 

要 

※既存のものを提出いただいても構いません。 

参
加
事
業
者
及
び
商
品
等
の
詳
細 

※既存のものを提出いただいても構いません。 



目

標

等 

実施期間中の 

商談件数（目標）       件 

成約件数（目標）       件 

事業の成果（見込み） 

 

３ 海外輸出の実績等 

（１）これまでの海外輸出への取組など 

 

 

（２）過去に海外で開催された展示会等への出展等の状況（直近のものから記入） 

展示会等名称 開催国 開催時期 出展等品目 成約の有無 

  年 月頃  有(  件)・無 

  年 月頃  有(  件)・無 

  年 月頃  有(  件)・無 

  年 月頃  有(  件)・無 

 

（３）過去に行った海外向けの販路開拓・販売活動などの実績（直近のものから記入） 

相手国 活動時期 販売商品 売上実績 売 上 額 

 年 月頃  有 ・ 無 円 

 年 月頃  有 ・ 無 円 

 年 月頃  有 ・ 無 円 

 年 月頃  有 ・ 無 円 
 



４ 今後の事業展望 

（１）事業実施後の事業計画 

 

（２）新規雇用予定（人数、時期等） 

（海外への販路を確立した場合の計画等について記入） 

 

 



  

様式第２（第６条関係） 

 

事業収支予算書 

１ 収 入 

経 費 区 分 予   算   額 備    考 

補 助 金  （        ）  

自 己 資 金   

そ の 他   

計 （        ）  

 ※補助金欄について、国等からの補助等がある場合は（ ）内にその額を記載し、備考欄に 

その団体名等を記載すること。 

 

２ 支 出 

経 費 区 分 予  算  額 積 算 根 拠 説  明 

出 展 料 
（       ） 

  

渡 航 費 
（       ） 

  

宿 泊 費 
（       ） 

  

広 告 宣 伝 活 動 費 
（       ） 

  

通 訳 費 ・ 翻 訳 費 
（       ） 

  

輸 送 費 
（       ） 

  

そ の 他 の 経 費 
（       ） 

  

計 （       ）   

 ※国等からの補助等がある場合は（ ）内にその補助対象額を記載し、積算根拠の欄にその補

助名・補助率等を示すこと。 

 

 

 



 

様式第３（第６条関係） 

年  月  日 

鹿児島市長 殿 

 

申請者の住所                 

申請者の氏名                 

代表者(団体の場合)              

（署名又は記名押印） 

 

 

暴力団排除に関する誓約・同意書 

 

鹿児島市地域商社支援事業補助金交付要綱第３条第２項の規定により、下記のいずれにも該当

しないことを誓約します。 

また、下記の該当の有無を確認するために、鹿児島市から役員名簿等の提出を求められたとき

は速やかに提出し、当該役員名簿等及び申請書等に記載された情報が鹿児島県警察に提供される

ことについて同意します。 

 

記 

(1) 鹿児島市暴力団排除条例（平成２６年鹿児島市条例第４号）第２条第１号に規定する暴力

団及び同条第２号に規定する暴力団員 

(2) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している

法人等 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供

し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の運営に協力し、又は関与している法

人等 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを

利用している法人等 

(7) 前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら当該法人等と取引をしている

法人等 

以上 



様式第４（第６条関係） 

 

                                    年  月  日 

 

鹿児島市長 殿 

 

                     申請者の住所 

                     申請者の氏名 

                     代表者(団体の場合)             

                                          

 

 

課税事業者・免税事業者届出書 

 

 下記の期間については、消費税及び地方消費税に係る課税事業者（一般課税制度・簡易課税制

度）・免税事業者（消費税法第９条第１項及び地方税法第７２条の７８第１項の規定により消費

税及び地方消費税を納める義務が免除される事業者）であるのでその旨届出します。 

 

 

記 

 

   課税期間       年  月  日から 

              年  月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ※該当する方を四角囲いし、該当しない方を線で取り消す。） 



様式第５（第８条関係） 

地域商社支援事業実績報告書 

 

事業者名  

事業の概要 

※既存のものを提出いただいても構いません 

参加事業者及び 

商品等の詳細 

※既存のものを提出いただいても構いません 



事業による効果

及び実績 

開催期間中の商談件数：       件 

終了後の商談件数：         件 

成 約 件 数：         件（計      円） 

成 約 見 込 件 数：         件（計      円） 

事業実績、反響、事業による成果等（事業者・商品） 

今後の海外販路

拡大に関する事

業実施の予定 

出展予定： あり ・ なし 

出展時期：    年  月頃 

事業内容： 

今後の展望及び

課題 

 



様式第６（第８条関係） 

事業収支決算書 

１ 収 入 

経 費 区 分 予 算 額 (A) 決 算 額 (B) 差 引 (A-B) 備  考 

補 助 金 
 

（       ） 

 

（       ） 

 

（     ）  

自 己 資 金     

そ の 他     

計 
 

（       ） 

 

（       ） 

 

（     ）  

 ※補助金欄について、国等からの補助等がある場合は（ ）内にその額を記載し、備考欄に 

その団体名等を記載すること。 

 

２ 支 出 

経 費 区 分 予 算 額 (A) 決 算 額 (B) 差 引 (A-B) 備  考 

出 展 料 
 

（      ） 

 

（      ） 

 

（     ）  

渡 航 費 
 

（      ） 

 

（      ） 

 

（     ）  

宿 泊 費 
 

（      ） 
 

（      ） 
 

（     ）  

広告宣伝活動費 
 

（      ） 

 

（      ） 

 

（     ）  

通訳費・翻訳費 
        

（      ） 

        

（      ） 

        

（     ）  

輸 送 費 
 

（      ） 

 

（      ） 

 

（     ）  

その他の経費 
 

（      ） 

 

（      ） 

 

（     ）  

計 
 

（      ） 

 

（      ） 

 

（     ）  

 ※国等からの補助等がある場合は（ ）内にその補助対象額を記載し、備考欄にその補助名・

補助率等を示すこと。 

（注１）対象製品等のパンフレット・写真、会場内の展示状況、市場調査の様子、商談状況が 

分かる写真等を必ず添付すること。 

 （注２）契約書や経費の支出に係る領収書等の原本を添付すること（確認後写しをいただき、 

原本はお返しします）。 



様式第７（第９条関係） 

 

                                    年  月  日 

 

 鹿児島市長 殿 

 

                     申請者の住所 

                     申請者の氏名 

                     代表者(団体の場合)             

                                           

 

 

年度消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

 鹿児島市地域商社支援事業補助金交付要綱第９条第５項の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

 

記 

 

 １ 補助金額（市長が確定通知書により通知した額）             円 

 

 ２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る 

   仕入控除税額                             円 

 

 ３ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る 

   消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額                円 

 

 ４ 補助金返還相当額（３－２）                      円 

 


